
報告第４号  

 

東大阪市税条例の一部を改正する条例制定に関する専決事項報告の件 

 

別紙のとおり専決処分したので報告する。 

 

令和８年６月１１日提出 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決第３号  

 

   東大阪市税条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市税条例の一部を改正する条例を設ける必要があるので、別紙のとおり専決処分

する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東大阪市条例第３３号  

 

   東大阪市税条例の一部を改正する条例 

 

東大阪市税条例（昭和４２年東大阪市条例第９４号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項第１号中「、第４５４条第１項」を削り、同項第３号中「第４５５条第２

項、」を削り、同項第４号を削り、同項第５号を同項第４号とし、同項第６号を同項第５

号とし、同条第４項中「第１項第６号」を「第１項第５号」に改める。 

 第１４条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」の次

に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

 第５９条第１項を次のように改める。 

  軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

 第５９条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１項」を

「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、

同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とす

る。 

 第５９条の２第１項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及び「前条第１項に規定

する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取得者」

という。）又は」を削り、同条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同

条第３項及び第４項を削る。 



第５９条の４を削る。 

第６０条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第６０条の２から第６０条の６までを削る。 

第６１条（見出しを含む。）、第６２条の見出し並びに同条第１項及び第２項、第６４

条（見出しを含む。）並びに第６５条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第６６条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「第５９条第３項ただ

し書」を「第５９条第２項ただし書」に改める。 

第６７条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第６８条第１項中「第５９条第３項ただし書」を「第５９条第２項ただし書」に改める。 

第７０条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第７４条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「道路運送車両

法」の次に「（昭和２６年法律第１８５号）」を加え、「種別割」を「軽自動車税」に改

める。 

第１００条中「、第６０条の５」を削る。 

 附則第４条の２第１項中「同項第６号」を「同項第５号」に改め、同条第２項中「第７ 

条第１項第６号」を「第７条第１項第５号」に改める。 

 附則第４条の２の２第１項中「第７条第１項第６号」を「第７条第１項第５号」に改め

る。 

 附則第６条の２の２の前の見出しを削り、附則第６条の２及び第６条の２の２を次のよ

うに改める。 



第６条の２及び第６条の２の２ 削除 

 附則第６条の２の３に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」

を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条

第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないときは」

を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４第５項」に改める。 

 附則第６条の３第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、「提出期限後にお

いて」の次に「個人の」を加え、同条第２項中「、附則第６条の２の２第１項」を削る。 

 附則第６条の５第３項第２号中「、附則第６条の２の２第１項」を削る。 

 附則第６条の７第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める。 

 附則第６条の１１第２項第２号、附則第６条の１２第２項第２号、附則第６条の１３第

２項第２号及び第５項第２号並びに附則第６条の１４第２項第２号及び第５項第２号中「、

附則第６条の２の２第１項」を削る。 

 附則第８条第２項中「第９項、第１３項から第１５項まで、第１７項、第１９項、第 

２４項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項」を「第８項、第 

１２項から第１４項まで、第１６項、第１８項、第２３項、第３０項から第３２項まで、

第３５項、第３６項、第４０項」に、「第４４項」を「第４３項」に改める。 

 附則第８条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３項」に改め、

同条第４項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に、

「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を

「附則第１５条第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第６項



中「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に、「３分の

２」を「２分の１」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第

１５条第２４項第１号ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第８項中「附則

第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に、「７分の６」を「５分

の３」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４

項第３号イ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第

２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３号ロ」に、「４分の３」を「３分の２」

に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第

４号」に改め、同条第１２項から第１４項までを削り、同条第１５項中「附則第１５条第

２８項」を「附則第１５条第２７項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１６項中

「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１３項とし、

同条第１７項中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同

条第１４項とし、同条第１８項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」

に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１９項中「附則第１５条第４０項」を「附則第

１５条第３９項」に改め、同項を同条第１６項とし、同条第２０項中「附則第１５条第 

４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第１７項とし、同条第２１項を

同条第１８項とし、同条第２２項を同条第１９項とし、同条に次の１項を加える。 

２０ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 

 附則第８条の９及び附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

 附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３項に規



定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から第４項まで」

を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令

和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、

「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及

び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削

り、同条第４項を削る。 

 附則第１７条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、「か

ら第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種別割」を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、改正後の東大阪市税条例（以下「新条例」という。）

の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適

用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特



定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１

項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車

税について適用する。  

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和

８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１

項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に

対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

 （東大阪市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 東大阪市税条例の一部を改正する条例（平成２６年東大阪市条例第２４号）の一



部を次のように改正する。 

  附則第６条中「の種別割」を削る。 



東大阪市税条例新旧対照表 

新 旧 

（延滞金） （延滞金） 

第７条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を

納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入

金額に、その納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限とする。以下この項及び第３項第１号におい

て同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に

応じ、年１４．６パーセント（当該納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間（次の各号に掲げる税額については、

当該各号に定める期間）については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書により納付し、又は納入書により納入しなければな

らない。 

第７条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を

納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入

金額に、その納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限とする。以下この項及び第３項第１号におい

て同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に

応じ、年１４．６パーセント（当該納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間（次の各号に掲げる税額については、

当該各号に定める期間）については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書により納付し、又は納入書により納入しなければな

らない。 

（１） 法第３２１条の８第１項、第２項若しくは第３１項、

第４７３条第１項若しくは第２項、第５９９条第１項、第

（１） 法第３２１条の８第１項、第２項若しくは第３１項、

第４５４条第１項、第４７３条第１項若しくは第２項、第



７０１条の４６第１項又は第７０１条の４７第１項に規

定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税

額  当該提出した日までの期間又はその日の翌日から１

月を経過する日までの期間 

５９９条第１項、第７０１条の４６第１項又は第７０１条

の４７第１項に規定する申告書でその提出期限後に提出し

たものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日

の翌日から１月を経過する日までの期間 

（２） （略） （２） （略） 

（ ３ ）  法 第 ４ ７ ５ 条 第 ２ 項 、 第 ６ ０ ０ 条 第 ２ 項 又 は 第 

７０１条の４９第２項に規定する修正申告書に係る税額 

 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日

から１月を経過する日までの期間 

（３） 法第４５５条第２項、第４７５条第２項、第６００

条第２項又は第７０１条の４９第２項に規定する修正申

告書に係る税額  修正申告書を提出した日までの期間又

はその日の翌日から１月を経過する日までの期間 

 （４） 法第４５８条第２項の規定により徴収を猶予した税

額 当該猶予した期間の末日の翌日から１月を経過する日

までの期間 

（４）・（５） （略） （５）・（６） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４  第１項第５号に掲げる税額に係る延滞金額に係る前項の

規定の適用については、同項中「前項の規定にかかわらず、

次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れ

４  第１項第６号に掲げる税額に係る延滞金額に係る前項の

規定の適用については、同項中「前項の規定にかかわらず、

次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れ



た法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定によ

る更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係

る市民税又は施行令第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とある

のは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付

があった日（その日が法第３２７条第１項の法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前

である場合には、同日）から同項の申告書の提出期限までの

期間」とする。 

た法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定によ

る更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係

る市民税又は施行令第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とある

のは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付

があった日（その日が法第３２７条第１項の法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前

である場合には、同日）から同項の申告書の提出期限までの

期間」とする。 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当等（次項及

び第１９条の２において「特定配当等」という。）（同号ロ

に掲げるものを除く。以下この項において同じ。）に係る所

得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所

得の金額を除外して算定する。 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当等（以下こ

の項及び次項並びに第１９条の２において「特定配当等」と

いう。）に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特

定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。 



４～６ （略） ４～６ （略） 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第５９条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課

する。 

第５９条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３

輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車

等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課す

る。 

 ２  前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第 

４４３条第２項に規定する者を含まないものとする。 

２  軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により

軽自動車税を課することができない者である場合には、前項

の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等に

ついては、この限りでない。 

３  軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により

種別割を課することができない者である場合には、第１項の

規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は

公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第５９条の２  軽自動車等の売買契約において売主が当該軽

自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車

等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第５９条の２  軽自動車等の売買契約において売主が当該軽

自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦

課徴収については、買主を前条第１項に規定する３輪以上の



軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動

車の取得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみなして、

軽自動車税を課する。 

２  前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等に

ついて、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

２  前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等に

ついて、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を

３輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみ

なして、軽自動車税を課する。 

 ３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項に

おいて「販売業者等」という。）が、その製造により取得し

た３輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行（道路

運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第５項に規

定する運行をいう。次項において同じ。）以外の目的に供す

るため取得した３輪以上の軽自動車について、当該販売業者

等が、法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受け

た場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受け

る売買契約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売

業者等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能



割を課する。 

 ４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該

３輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用

に供した場合には、当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供

する者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能

割を課する。 

 （環境性能割の課税免除） 

 第５９条の４  日本赤十字社が所有する３輪以上の軽自動車

のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号

のいずれかに該当するものに対しては、環境性能割を課さな

い。 

 （１） 巡回診療又は患者輸送の用に供するもの 

 （２） 血液事業の用に供するもの 

 （３） 救護資材の運搬の用に供するもの 

 （４） その他公益のための事業の用に供するもの 

（軽自動車税の課税免除） （種別割の課税免除） 

第６０条 商品である軽自動車等（第６５条第１項の規定によ 第６０条 商品である軽自動車等（第６５条第１項の規定によ



る申告がされているものを除く。）に対しては、軽自動車税

を課さない。 

る申告がされているものを除く。）に対しては、種別割を課

さない。 

 （環境性能割の課税標準） 

 第６０条の２ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車

の取得のために通常要する価額として法施行規則第１５条

の１０に定めるところにより算定した金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

 第６０条の３  次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対し

て課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

 （１） 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項におい

て準 用する場合を 含む。 ）の規定の適 用を受 けるもの 

１００分の１ 

 （２） 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項におい

て準 用する場合を 含む。 ）の規定の適 用を受 けるもの 

１００分の２ 

 （ ３ ）  法 第 ４ ５ １ 条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の 

１００分の３ 



 （環境性能割の徴収の方法） 

 第６０条の４ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法

によらなければならない。 

 （環境性能割の申告納付） 

 第６０条の５ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１

項各号に掲げる３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号

に定める時又は日までに、同項に規定する申告書を市長に提

出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなけ

ればならない。 

 ２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を

除く。）は、法第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める時又は日までに、同条第２項に規定する報

告書を市長に提出しなければならない。 

 （環境性能割の減免） 

 第６０条の６ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽

自動車又は第６７条第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以

上のものに限る。）のうち必要と認めるものに対しては、環



境性能割を減免する。 

 ２  前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続

その他必要な事項については、規則で定める。 

（軽自動車税の税率） （種別割の税率） 

第６１条  次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自

動車税の税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める

額とする。 

第６１条  次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別

割の税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

（１）～（３） （略）  （１）～（３） （略） 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割の賦課期日及び納期） 

第６２条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 第６２条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 

２  軽自動車税の納期は、５月１日から同月３１日までとす

る。 

２ 種別割の納期は、５月１日から同月３１日までとする。 

３ （略） ３ （略） 

（軽自動車税の徴収の方法） （種別割の徴収の方法） 

第６４条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。 第６４条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。 

（軽自動車税に関する申告） （種別割に関する申告） 

第６５条 （略） 第６５条 （略） 



（軽自動車税の非課税の規定の適用を受ける軽自動車等の届

出） 

（種別割の非課税の規定の適用を受ける軽自動車等の届出） 

第６６条  第５９条第２項ただし書の規定の適用を受ける軽

自動車等の所有者は、当該軽自動車等の主たる定置場が市内

に所在することとなったときは、規則の定めるところによっ

て、届書を市長に提出しなければならない。当該軽自動車等

の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき及び

届書に記載された事項について変更があったときも同様と

する。 

第６６条  第５９条第３項ただし書の規定の適用を受ける軽

自動車等の所有者は、当該軽自動車等の主たる定置場が市内

に所在することとなったときは、規則の定めるところによっ

て、届書を市長に提出しなければならない。当該軽自動車等

の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき及び

届書に記載された事項について変更があったときも同様と

する。 

（軽自動車税の減免） （種別割の減免） 

第６７条 市長は、次に掲げる軽自動車等については、軽自動

車税を減免する。 

第６７条 市長は、次に掲げる軽自動車等については、種別割

を減免する。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

２  前項の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者

は、規則の定めるところによって、市長に申請書を提出しな

ければならない。 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、規

則の定めるところによって、市長に申請書を提出しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定により軽自動車税の減免を受けた者は、その ３ 第１項の規定により種別割の減免を受けた者は、その理由



理由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなけ

ればならない。 

が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければ

ならない。 

４ 市長は、第１項に規定するもののほか、公益上その他の理

由により特に必要があると認める場合には、軽自動車税を減

免することができる。 

４ 市長は、第１項に規定するもののほか、公益上その他の理

由により特に必要があると認める場合には、種別割を減免す

ることができる。 

（標識の交付等） （標識の交付等） 

第６８条  原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に係る軽

自動車等の所有者等又は第５９条第２項ただし書の規定の

適用を受ける原動機付自転車若しくは小型特殊自動車（次条

第２項、第７０条及び第７４条第２項において「非課税の原

動機付自転車等」という。）の所有者は、第６５条第１項の

申告書又は第６６条前段の届書を提出する際、申請書を提出

して、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に取り付ける

べき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がや

むを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。 

第６８条  原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に係る軽

自動車等の所有者等又は第５９条第３項ただし書の規定の

適用を受ける原動機付自転車若しくは小型特殊自動車（次条

第２項、第７０条及び第７４条第２項において「非課税の原

動機付自転車等」という。）の所有者は、第６５条第１項の

申告書又は第６６条前段の届書を提出する際、申請書を提出

して、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に取り付ける

べき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がや

むを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（標識の返納） （標識の返納） 



第７０条 第６８条第１項の標識の交付を受けた者は、その交

付を受けた後において、当該原動機付自転車若しくは小型特

殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなったとき又

は当該非課税の原動機付自転車等の主たる定置場が市内に

所在しないこととなったとき、当該非課税の原動機付自転車

等を所有しないこととなったとき若しくは当該非課税の原

動機付自転車等に対して軽自動車税が課されることとなっ

たときは、第６５条第２項の申告書又は第６６条後段の届書

を提出する際、その標識を市長に返納しなければならない。

ただし、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自

動車等の所有者等の変更があった場合において、当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が引き続いて

市内に所在し、かつ、その当事者が第６５条第１項の申告書

及び同条第２項の申告書を同時に提出した場合においては、

この限りでない。 

第７０条 第６８条第１項の標識の交付を受けた者は、その交

付を受けた後において、当該原動機付自転車若しくは小型特

殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなったとき又

は当該非課税の原動機付自転車等の主たる定置場が市内に

所在しないこととなったとき、当該非課税の原動機付自転車

等を所有しないこととなったとき若しくは当該非課税の原

動機付自転車等に対して種別割が課されることとなったと

きは、第６５条第２項の申告書又は第６６条後段の届書を提

出する際、その標識を市長に返納しなければならない。ただ

し、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車

等の所有者等の変更があった場合において、当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が引き続いて市内

に所在し、かつ、その当事者が第６５条第１項の申告書及び

同条第２項の申告書を同時に提出した場合においては、この

限りでない。 

（軽自動車税の納税証明書等の交付） （種別割の納税証明書等の交付） 

第７４条 市長は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５ 第７４条 市長は、道路運送車両法第６２条第１項に規定する



号）第６２条第１項に規定する検査を申請しようとする同法

第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車（以下「検査対

象軽自動車」という。）又は２輪の小型自動車の所有者等が、

同法第９７条の２第１項の規定による書面の交付を申請し

た場合において、当該検査対象軽自動車又は２輪の小型自動

車について現に軽自動車税の滞納がないとき又はその滞納

していることが天災その他やむを得ない理由によるもので

あるときは、その旨を証する書面を当該所有者等に交付す

る。 

検査を申請しようとする同法第５９条第１項に規定する検

査対象軽自動車（以下「検査対象軽自動車」という。）又は

２輪の小型自動車の所有者等が、同法第９７条の２第１項の

規定による書面の交付を申請した場合において、当該検査対

象軽自動車又は２輪の小型自動車について現に種別割の滞

納がないとき又はその滞納していることが天災その他やむ

を得ない理由によるものであるときは、その旨を証する書面

を当該所有者等に交付する。 

２ （略） ２ （略） 

（不申告に対する過料） （不申告に対する過料） 

第１００条 第９条、第２２条第１項若しくは第２項、第４１

条、第５８条、第５８条の２、第５８条の５、第６５条、第

７７条の５、第８９条の８又は第９５条の７から第９５条の

９までの規定により申告書を提出すべき者が、正当な理由が

なくて提出しなかった場合又は第２２条第７項若しくは第

８項の規定により申告すべき事項について正当な理由がな

第１００条 第９条、第２２条第１項若しくは第２項、第４１

条、第５８条、第５８条の２、第５８条の５、第６０条の５、

第６５条、第７７条の５、第８９条の８又は第９５条の７か

ら第９５条の９までの規定により申告書を提出すべき者が、

正当な理由がなくて提出しなかった場合又は第２２条第７

項若しくは第８項の規定により申告すべき事項について正



く て 申 告 を し な か っ た 場 合 に は 、 そ の 者 に 対 し 、 

１００，０００円以下の過料を科することができる。 

当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対

し、１００，０００円以下の過料を科することができる。 

附 則 附 則 

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

第４条の２ 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金（同項

第５号に掲げる税額に係る延滞金を除く。）の年１４．６パ

ーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規

定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合

（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。次項において同じ。）に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３

パーセントの割合に満たない場合には、その年中において

は、年１４．６パーセントの割合にあってはその年における

延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金

特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合に

第４条の２ 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金（同項

第６号に掲げる税額に係る延滞金を除く。）の年１４．６パ

ーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規

定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合

（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。次項において同じ。）に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３

パーセントの割合に満たない場合には、その年中において

は、年１４．６パーセントの割合にあってはその年における

延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金

特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合に



は、年７．３パーセントの割合）とする。 は、年７．３パーセントの割合）とする。 

２  当 分 の 間 、 第 ７ 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 延 滞 金 の 年 

７．３パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年

の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合

が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中

においては、その年における当該加算した割合とする。 

２  当 分 の 間 、 第 ７ 条 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る 延 滞 金 の 年 

７．３パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年

の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合

が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中

においては、その年における当該加算した割合とする。 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条の２の２ 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第１５条第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定に

より定められる商業手形の基準割引率が年５．５パーセント

を超えて定められる日からその後年５．５パーセント以下に

定められる日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項の

規定により第７条第１項第５号に規定する延滞金の割合を

前条第２項に規定する加算した割合とする年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特

例期間」という。）内（法人税法第７５条の２第１項（同法

第１４４条の８において準用する場合を含む。）の規定によ

第４条の２の２ 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第１５条第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定に

より定められる商業手形の基準割引率が年５．５パーセント

を超えて定められる日からその後年５．５パーセント以下に

定められる日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項の

規定により第７条第１項第６号に規定する延滞金の割合を

前条第２項に規定する加算した割合とする年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特

例期間」という。）内（法人税法第７５条の２第１項（同法

第１４４条の８において準用する場合を含む。）の規定によ



り延長された法第３２１条の８第１項に規定する申告書の

提出期限が当該年５．５パーセント以下に定められる日以後

に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間

内に到来する場合における当該市民税に係る第７条第１項

第５号の規定による延滞金にあっては、当該年５．５パーセ

ントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提

出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日の到

来する市民税に係る同項に規定する延滞金の年７．３パーセ

ントの割合は、同条及び前条第２項の規定にかかわらず、当

該年７．３パーセントの割合と当該申告基準日における当該

商業手形の基準割引率のうち年５．５パーセントの割合を超

える部分の割合を年０．２５パーセントの割合で除して得た

数を年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを

合計した割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセン

トの割合を超える場合には、年１２．７７５パーセントの割

合）とする。 

り延長された法第３２１条の８第１項に規定する申告書の

提出期限が当該年５．５パーセント以下に定められる日以後

に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間

内に到来する場合における当該市民税に係る第７条第１項

第６号の規定による延滞金にあっては、当該年５．５パーセ

ントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提

出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日の到

来する市民税に係る同項に規定する延滞金の年７．３パーセ

ントの割合は、同条及び前条第２項の規定にかかわらず、当

該年７．３パーセントの割合と当該申告基準日における当該

商業手形の基準割引率のうち年５．５パーセントの割合を超

える部分の割合を年０．２５パーセントの割合で除して得た

数を年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを

合計した割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセン

トの割合を超える場合には、年１２．７７５パーセントの割

合）とする。 

２ （略） ２ （略） 



第６条の２及び第６条の２の２ 削除 第６条の２ 削除 

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

 第６条の２の２  平成２０年度から平成２８年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の

２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定す

る居住年（次条において「居住年」という。）が平成１１年

から平成１８年までの各年である場合に限る。）においては、

法附則第５条の４第６項に規定するところにより控除すべ

き額（第３項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除

額」という。）を、当該納税義務者の第１６条及び第１７条

の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

 ２  前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 第 １ ９ 条 及 び 第 

１９条の２第１項の規定の適用については、第１９条中「第

１６条から第１７条の２まで」とあるのは「第１６条から第

１７条の２まで及び附則第６条の２の２第１項」と、同項中

「第１６条から第１７条の２まで及び前条」とあるのは「第



１６条から第１７条の２まで、前条及び附則第６条の２の２

第１項」とする。 

 ３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年

度の初日の属する年の３月１５日までに、別に定めるところ

により、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の

住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載し

た市民税住宅借入金等特別税額控除申告書（その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたものを含む。）を、市長に提出した場合（法附則第５条

の４第９項の規定により税務署長を経由して提出した場合

を含む。）に限り、適用する。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）  

第６条の２の３  平成２２年度から令和２０年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の

２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定す

第６条の２の３  平成２２年度から令和２０年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の

２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平成



る居住年が平成２１年から令和７年までの各年である場合

に限る。）には、法附則第５条の４第５項（同条第７項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定すると

ころにより控除すべき額を、当該納税義務者の第１６条及び

第１７条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

１８年まで又は平成２１年から令和７年までの各年である

場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けな

いときは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するとこ

ろにより控除すべき額を、当該納税義務者の第１６条及び第

１７条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） ２ （略） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 

第６条の３  昭和５７年度から令和１２年度までの各年度分

の個人の市民税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合

において、第２２条第１項の規定による申告書（その提出期

限後において個人の市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出されたもの及びその時までに提出された第２３条

第１項の確定申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛

の売却に係る租税特別措置法第２５条第１項に規定する事

業所得の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得ない理由がある

第６条の３ 昭和５７年度から令和９年度までの各年度分の

個人の市民税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合に

おいて、第２２条第１項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出

されたもの及びその時までに提出された第２３条第１項の

確定申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に

係る租税特別措置法第２５条第１項に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が



と市長が認めるときを含む。次項において同じ。）は、当該

事業所得に係る市民税の所得割の額として施行令附則第５

条第２項に定める額を免除する。 

認めるときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得

に係る市民税の所得割の額として施行令附則第５条第２項

に定める額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第

６条第５項に規定する場合において、第２２条第１項の規定

による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５

条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税

の所得割の額は、第１４条から第１７条の２まで、第１９条

並びに附則第６条第１項、附則第６条の２の３第１項及び附

則第６条の２の４の規定にかかわらず、法附則第６条第５項

各号に掲げる金額の合計額とすることができる。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第

６条第５項に規定する場合において、第２２条第１項の規定

による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５

条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税

の所得割の額は、第１４条から第１７条の２まで、第１９条

並びに附則第６条第１項、附則第６条の２の２第１項、附則

第６条の２の３第１項及び附則第６条の２の４の規定にか

かわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額と

することができる。 

３ （略） ３ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第６条の５ （略） 第６条の５ （略） 

２ （略） ２ （略） 



３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

（１） （略）  （１） （略）  

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項

の規定の適用については、第１７条及び第１９条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第６条の５第１

項の規定による市民税の所得割の額」と、第１７条の２第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに

附則第６条の５第１項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得

割の額及び附則第６条の５第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所

得割の額及び附則第６条の５第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」と、第１９条の２第１項、附則第

６条第１項及び附則第６条の２の３第１項中「所得割の

額」あるのは「所得割の額並びに附則第６条の５第１項の

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項、附則第６条の２の２第１項及

び附則第６条の２の３第１項の規定の適用については、第

１７条及び第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第６条の５第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第１７条の２第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに附則第６条の５第１項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「の所得

割の額」とあるのは「の所得割の額及び附則第６条の５第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、「当該所得割

の額」とあるのは「当該所得割の額及び附則第６条の５第

１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、第 

１９条の２第１項、附則第６条第１項、附則第６条の２の

２第１項及び附則第６条の２の３第１項中「所得割の額」



規定による市民税の所得割の額」とする。 とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の５第１項の規

定による市民税の所得割の額」とする。 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る市民税の課税の特例） 

第６条の７  昭和６３年度から令和１１年度までの各年度分

の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税

特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等（同項に規定する土地等をいう。以下この条におい

て同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅

地等のための譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにおける

租税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得（附則第

６条の９の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項におい

て同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民

税の所得割の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲

第６条の７  昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の

個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特

別措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得の基因となる

土地等（同項に規定する土地等をいう。以下この条において

同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条に

おいて同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地

等のための譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する優良

住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにおける租

税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得（附則第６

条の９の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において

同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げ



げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額

とする。 

る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額と

する。 

 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得の基因

となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項

に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するときにおける租税特別

措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第

１０項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は、確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみ

なす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度までの各年度

分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租

税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良

住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に

規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当するときにおける租税特別措

置法第３１条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用す

る。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第 

１０項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は、確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみな

す。 

３ （略） ３ （略） 



（一般株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例） 

第６条の１１ （略） 第６条の１１ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

（１） （略）  （１） （略） 

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項

の規定の適用については、第１７条及び第１９条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第６条の１１第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、第１７条の２

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に附則第６条の１１第１項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、「の所得割の額」とあるのは「の

所得割の額及び附則第６条の１１第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当

該所得割の額及び附則第６条の１１第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」と、第１９条の２第１項、

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項、附則第６条の２の２第１項及

び附則第６条の２の３第１項の規定の適用については、第

１７条及び第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第６条の１１第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第１７条の２第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附則第６条の１１第１項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「の

所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び附則第６条の

１１第１項の規定による市民税の所得割の額」と、「当該

所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び附則第６条

の１１第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」



附則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の１１

第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

と、第１９条の２第１項、附則第６条第１項、附則第６条

の２の２第１項及び附則第６条の２の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の１１第

１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）  

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第６条の１２ （略） 第６条の１２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

（１） （略）  （１） （略）  

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項

の規定の適用については、第１７条及び第１９条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第６条の１２第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、第１７条の２

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項、附則第６条の２の２第１項及

び附則第６条の２の３第１項の規定の適用については、第

１７条及び第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第６条の１２第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第１７条の２第１項中「山林所得金額」



に附則第６条の１２第１項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得

割の額及び附則第６条の１２第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該

所得割の額及び附則第６条の１２第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」と、第１９条の２第１項、附

則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の１２第

１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

とあるのは「山林所得金額並びに附則第６条の１２第１項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「の所得

割の額」とあるのは「の所得割の額及び附則第６条の１２

第１項の規定による市民税の所得割の額」と、「当該所得

割の額」とあるのは「当該所得割の額及び附則第６条の 

１２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」

と、第１９条の２第１項、附則第６条第１項、附則第６条

の２の２第１項及び附則第６条の２の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の１２第

１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（３）～（５） （略）  （３）～（５） （略）  

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

第６条の１３ （略） 第６条の１３ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

（１） （略）  （１） （略）  



（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条及び第１９条の

２第１項並びに附則第６条第１項及び第６条の２の３第

１項の規定の適用については、第１７条及び第１９条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第６条の

１３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第１７

条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第６条の１３第１項に規定する特例適用利

子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の

額及び附則第６条の１３第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得

割の額及び附則第６条の１３第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」と、第１９条の２第１項並びに附

則第６条第１項及び第６条の２の３第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の１３第１

項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条及び第１９条の

２第１項並びに附則第６条第１項、第６条の２の２第１項

及び第６条の２の３第１項の規定の適用については、第 

１７条及び第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第６条の１３第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第１７条の２第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附則第６条の１３第１項

に規定する特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」と

あるのは「の所得割の額及び附則第６条の１３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、「当該所得割の額」と

あるのは「当該所得割の額及び附則第６条の１３第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」と、第１９条の

２第１項並びに附則第６条第１項、第６条の２の２第１項

及び第６条の２の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第６条の１３第１項の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 



３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。 

（１） （略）  （１） （略） 

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条及び第１９条の

２第１項並びに附則第６条第１項及び第６条の２の３第１

項の規定の適用については、第１７条及び第１９条中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第６条の１３

第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第１７

条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第６条の１３第３項後段に規定する特例適用

配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割

の額及び附則第６条の１３第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該

所得割の額及び附則第６条の１３第３項後段の規定による

市民税の所得割の額の合計額」と、第１９条の２第１項並

びに附則第６条第１項及び第６条の２の３第１項中「所得

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条及び第１９条の

２第１項並びに附則第６条第１項、第６条の２の２第１項

及び第６条の２の３第１項の規定の適用については、第 

１７条及び第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第６条の１３第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第１７条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第６条の１３第

３項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「の所得割

の額」とあるのは「の所得割の額及び附則第６条の１３第

３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、「当該所

得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び附則第６条の

１３第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計

額」と、第１９条の２第１項並びに附則第６条第１項、第



割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の１３

第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

６条の２の２第１項及び第６条の２の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の１３第

３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の

課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の

課税の特例） 

第６条の１４ （略） 第６条の１４ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

（１） （略）  （１） （略） 

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項

の規定の適用については、第１７条及び第１９条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第６条の１４第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、第１７条の２

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に附則第６条の１４第１項に規定する条約適用利子等の

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項、附則第６条の２の２第１項及

び附則第６条の２の３第１項の規定の適用については、第

１７条及び第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第６条の１４第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第１７条の２第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに附則第６条の１４第１項に



額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び

附則第６条の１４第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額

及び附則第６条の１４第１項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」と、第１９条の２第１項、附則第６条第１

項及び附則第６条の２の３第１項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第６条の１４第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 

規定する条約適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあ

るのは「の所得割の額及び附則第６条の１４第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあ

るのは「当該所得割の額及び附則第６条の１４第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」と、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項、附則第６条の２の２第１項及

び附則第６条の２の３第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第６条の１４第１項の規定による

市民税の所得割の額」とする。 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。 

（１） （略）  （１） （略）  

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項

の規定の適用については、第１７条及び第１９条中「所得

（２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項、附則第６条の２の２第１項及

び附則第６条の２の３第１項の規定の適用については、第



割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第６条の１４第

３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第１７条

の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに附則第６条の１４第３項後段に規定する条約適用

配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割

の額及び附則第６条の１４第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当

該所得割の額及び附則第６条の１４第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」と、第１９条の２第１

項、附則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条

の１４第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

１７条及び第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第６条の１４第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第１７条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第６条の１４第

３項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「の所得割

の額」とあるのは「の所得割の額及び附則第６条の１４第

３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、「当該所

得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び附則第６条の

１４第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計

額」と、第１９条の２第１項、附則第６条第１項、附則第

６条の２の２第１項及び附則第６条の２の３第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の 

１４第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

（３）～（５） （略）  （３）～（５） （略）  

６ （略） ６ （略） 

（固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例） （固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例） 



第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 法附則第１５条第１項、第８項、第１２項から第１４項ま

で、第１６項、第１８項、第２３項、第３０項から第３２項

まで、第３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用

がある各年度分の都市計画税に限り、第９６条第２項中「又

は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は法附則第

１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

２ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１５項ま

で、第１７項、第１９項、第２４項、第３１項から第３３項

まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用

がある各年度分の都市計画税に限り、第９６条第２項中「又

は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は法附則第

１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第８条の２ （略） 第８条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第１３項に規定する条例で定める割合は、

５分の３（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）

第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域におけ

る法附則第１５条第１３項に規定する条例で定める割合は、

２分の１）とする。 

３ 法附則第１５条第１４項に規定する条例で定める割合は、

５分の３（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）

第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域におけ

る法附則第１５条第１４項に規定する条例で定める割合は、

２分の１）とする。 

４  法附則第１５条第２４項第１号イに掲げる設備について ４  法附則第１５条第２５項第１号イに掲げる設備について



同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

５  法附則第１５条第２４項第１号ロに掲げる設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

５  法附則第１５条第２５項第１号ロに掲げる設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

６  法附則第１５条第２４項第１号ハに掲げる設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

６  法附則第１５条第２５項第１号ハに掲げる設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

７  法附則第１５条第２４項第１号ニに掲げる設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

７  法附則第１５条第２５項第１号ニに掲げる設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

８  法附則第１５条第２４項第２号に掲げる設備について同

号に規定する条例で定める割合は、５分の３とする。 

８  法附則第１５条第２５項第２号に掲げる設備について同

号に規定する条例で定める割合は、７分の６とする。 

９  法附則第１５条第２４項第３号イに掲げる設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

９  法附則第１５条第２５項第３号イに掲げる設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１０  法附則第１５条第２４項第３号ロに掲げる設備につい

て同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１０  法附則第１５条第２５項第３号ロに掲げる設備につい

て同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１１  法附則第１５条第２４項第４号に掲げる設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１１  法附則第１５条第２５項第３号ハに掲げる設備につい

て同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

 １２  法附則第１５条第２５項第４号イに掲げる設備につい

て同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 



 １３  法附則第１５条第２５項第４号ロに掲げる設備につい

て同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

 １４  法附則第１５条第２５項第４号ハに掲げる設備につい

て同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１２  法附則第１５条第２７項に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１５  法附則第１５条第２８項に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１３  法附則第１５条第３１項に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１６  法附則第１５条第３２項に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１４  法附則第１５条第３５項に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１７  法附則第１５条第３６項に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１５  法附則第１５条第３６項に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１８  法附則第１５条第３７項に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１６  法附則第１５条第３９項に規定する条例で定める割合

は、３分の１とする。 

１９  法附則第１５条第４０項に規定する条例で定める割合

は、３分の１とする。 

１７  法附則第１５条第４０項に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

２０  法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

１８・１９ （略） ２１・２２ （略） 



２０  法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める

割合は、３分の１とする。 

 

 （利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設

に対する固定資産税及び都市計画税の減額） 

 第８条の９  法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公

演施設に対して課する固定資産税又は都市計画税について

は、同項の規定の適用がある各年度分の固定資産税又は都市

計画税に限り、同項に定める額を、当該改修実演芸術公演施

設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額する。 

 （軽自動車税の環境性能割の課税免除の特例） 

 第１５条の２ 市長は、当分の間、第５９条の４の規定にかか

わらず、大阪府知事が自動車税の環境性能割を課さない自動

車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動車

に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

 第１５条の２の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当

分の間、第１章の規定にかかわらず、大阪府が、自動車税の



環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。 

 ２ 大阪府知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車

税の環境性能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法

第４４６条第１項（同条第２項又は第３項において準用する

場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（こ

れらの規定を同条第４項又は第５項において準用する場合

を含む。）の規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当

するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等

（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をする

ものとする。 

 ３ 大阪府知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を

行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額につ

いて不足額があることを附則第１５条の４の規定により読

み替えられた第６０条の５第１項に規定する納期限（納期限

の延長があったときは、その延長された納期限）後において

知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大



臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申

請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供

した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大

臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該

国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものである

ときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額

に係る３輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１

の規定によりその例によることとされた法第１６１条第１

項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車

の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定

を適用する。 

 ４  前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動

車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに１００分

の３５の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

 第１５条の３ 市長は、当分の間、第６０条の６の規定にかか

わらず、大阪府知事が自動車税の環境性能割を減免する自動



車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動車

に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

 第１５条の４  第６０条の５の規定による申告納付について

は、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「大阪府知事」

とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

 第１５条の５ 市は、大阪府が軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、

法附則第２９条の１６第１項に掲げる金額の合計額を、徴収

取扱費として大阪府に交付する。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

 第１５条の６  営業用の３輪以上の軽自動車に対する第６０

条の３の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 



第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 
 

 ２  自家用の３輪以上の軽自動車に対する第６０条の３（第３

号に係る部分に限る。）の規定の適用については、当分の間、

同号中「１００分の３」とあるのは、「１００分の２」とす

る。 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条  法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自

動車に対する当該軽自動車が最初の道路運送車両法第６０

条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項及び第３項

において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起

算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽

自動車税に係る第６１条の規定の適用については、当分の

間、同条第２号ア中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１６条  法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自

動車に対する当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に

規定する車両番号の指定（次項から第４項までにおいて「初

回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年

を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第６１条の規定の適用については、当分の間、同

条第２号ア中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 



 

（略） 

  

（略） 

 

２  法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以

上の軽自動車に対する第６１条の規定の適用については、当

該軽自動車が令和７年４月１日から令和１０年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税に限り、同条第２号ア中次の表の左欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２  法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以

上の軽自動車に対する第６１条の規定の適用については、当

該軽自動車が令和４年４月１日から令和８年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両

番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税

の種別割に限り、同条第２号ア中次の表の左欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

（略） 

  

（略） 

 

３  法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の

同項に規定するガソリン軽自動車（以下この項において「ガ

ソリン軽自動車」という。）（営業用の乗用のものに限る。）

に対する第６１条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には、令和８年度分の軽

自動車税に限り、同条第２号ア中「３，９００円」とあるの

３  法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の

法第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以

下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）

（営業用の乗用のものに限る。）に対する第６１条の規定の

適用については、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日

から令和８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年



は 「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 と 、 「 ６ ， ９ ０ ０ 円 」 と あ る の は 「 

３，５００円」とする。 

度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第２号ア中

「 ３ ， ９ ０ ０ 円 」 と あ る の は 「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 と 、 「 

６，９００円」とあるのは「３，５００円」とする。 

 ４  法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける３輪以上の

ガソリン軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、

営業用の乗用のものに限る。）に対する第６１条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和７年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第２号ア中

「 ３ ， ９ ０ ０ 円 」 と あ る の は 「 ３ ， ０ ０ ０ 円 」 と 、 「 

６，９００円」とあるのは「５，２００円」とする。 

（軽自動車税の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１７条 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、３輪以上の

軽自動車が前条第２項又は第３項の規定の適用を受ける３

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定す

第１７条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３

輪以上の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適

用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断

をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２



る国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基

づき当該判断をするものとする。 

第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項におい

て同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額がある

ことを第６２条第２項に規定する納期限（納期限の延長があ

ったときは、その延長された納期限）後において知った場合

において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等

の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等

を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大

臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該

申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における

当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、

軽自動車税に関する規定（第６５条、第６６条及び第１００

条の規定を除く。）を適用する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足

額があることを第６２条第２項に規定する納期限（納期限の

延長があったときは、その延長された納期限）後において知

った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣

の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請

をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供し

た者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣

の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国

土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであると

きは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在

における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者と

みなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第６５条、第

６６条及び第１００条の規定を除く。）を適用する。 

３  前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動

車税の額は、同項の不足額に、これに１００分の３５の割合

３  前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動

車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに１００分の 



を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 ３５の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

 
 
 



東大阪市税条例の一部を改正する条例（平成２６年東大阪市条例第２４号）新旧対照表（附則第５条関係） 

新 旧 

附 則    附 則  

第６条  平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法

第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた

三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る東大

阪市税条例第６１条及び附則第１６条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６条  平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法

第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた

三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に

係る東大阪市税条例第６１条及び附則第１６条の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

（略） 

  

（略） 

 

  

 


